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・議案書 １ページ ～ ４ページ

・図面集 １ページ ～ ２ページ

議第４３９２号
鎌倉都市計画 道路の変更

（３・５・７号腰越大船線）

審議事項説明資料①

・都市計画の案に対する意見書の要旨と
都市計画決定権者の見解

１ページ ～ ３ページ

第239回神奈川県都市計画審議会
令和４年２月２日
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公聴会の公述意見の要旨及び県の考え方

都市計画素案の閲覧・公述の受付

都市計画公聴会の開催

都市計画の案の作成

都市計画の案の縦覧・意見書の受付

第239回都市計画審議会（今回）付議

令和３年７月12日
～８月２日

令和３年８月24日

令和３年10月20日
第238回都市計画審議会
に報告

鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

令和３年12月３日
～12月17日

意見書の提出あり

■ 縦覧等の手続き
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鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

３・５・７号腰越大船線 延長 約6,340ｍ
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・この地図・成果は、測量法の公共測量に関する規程に基づき、横浜市長（横浜市地形図複製承認番号 令３建都計第9103号）、鎌倉市長（複製承認番号(鎌倉市指令都計第21号)）、
藤沢市長及び逗子市長の承認を得て、同市所管の測量成果を使用して調製したものです。

・この図面は、横浜市（横浜市建築局都市計画基本図データ及び都市計画決定データ（地図情報レベル2500）により作成）、鎌倉市、藤沢市及び逗子市との協議を経て、同市作成
の都市計画決定データを使用して作成したものです。 3
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高速横浜環状南線(事業中)



4
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藤沢駅
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鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

凡 例

ま ち づ く り の 区 域

３・５・７号腰越大船線

深沢地区・村岡地区の概要

村 岡 地 区

藤 沢 市

深 沢 地 区

鎌 倉 市

村岡新駅（仮称）

湘南深沢駅

旧湘南貨物駅

旧JR東日本
鎌倉総合車両センター

位置図

凡 例

ま ち づ く り の 区 域

３・５・７号腰越大船線

空中写真

深 沢 地 区

村 岡 地 区

鎌倉市

藤 沢 市

鎌 倉 市
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鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）
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まちづくりのイメージ

※土地利用計画（案）、空間整備イメージは、今後変更する場合があります。

シンボル道路

生活の質を向上させる「ウェルネス」
「ウェルネス」をまちづくりのテーマにかかげ、
業務機能、スポーツの賑わいを図り、
ウォーカブルなまちを実現尖る創造と広がる創造を生み出す街

新駅を中心に、知的人材の集積を活かし
世界に誇る「尖る創造」と地域や市民と
共に創り出す「広がる創造」が
相互に作用することで好循環を生み出す、
新たな研究開発拠点の形成
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鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

■ 鎌倉都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（平成２８年１１月）

第２章 鎌倉都市計画区域の都市計画の方針

３ 主要な都市計画の決定の方針

(３) 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
①主要な市街地開発事業の決定の方針

ウ 深沢地域国鉄跡地周辺地区では、大規模工場跡地や旧国鉄清算事業団跡地等を

中心に、面的に一体整備を行うとともに、隣接する藤沢市村岡地区の新駅を中心と

したまちづくりと連携を図りながら、都市基盤施設の整備を図る。

【上位計画における位置付け】

第１章 三浦半島都市圏域の都市計画の方針

２ 三浦半島都市圏域における基本方針

(４)「自立と連携」の方針
①自立に向けた都市づくり
ウ 新たな地域の拠点
(ア) 「村岡・深沢地区」においては、ＪＲ藤沢駅～ＪＲ大船駅間の新駅設置に向けた

取組と新たな都市拠点の形成を進める。



7

Ⅱ 都市マスタープランの基本方針

２．骨格的な都市構造

(２)安全で活力のある都市空間の形成

①拠点の整備

鎌倉駅周辺、大船駅周辺、深沢地域国鉄跡地周辺の３地区を都市拠点とし、

都市機能の集積と、市民生活の向上を図る拠点として位置付けます。

Ⅲ 部門別方針

１．土地利用の方針

３－４．その他の主要な土地利用の方針

１）類型別土地利用の方針

（１）新都市機能導入地‐新たな都市機能の導入

②将来土地利用イメージ

深沢地域国鉄跡地周辺については、都市拠点という位置付けを踏まえ、

東海道本線新駅構想を視野に入れ、土地区画整理事業により、住宅と

商業・業務機能、医療福祉機能等を導入します。

鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

■ 鎌倉市都市マスタープラン（平成２７年９月）

【上位計画における位置付け】
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鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

■ 藤沢都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（平成２８年１１月）

第２章 藤沢都市計画区域の都市計画の方針

３ 主要な都市計画の決定の方針

(１) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
① 主要用途の配置の方針
ア 商業・業務地
(ア) 拠点商業・業務地
・(仮称)村岡新駅周辺地区においては、広域交流を育む拠点の形成とともに、

身近な商業サービス機能、コミュニティ機能、研究開発機能、業務機能等の

新たな地域の拠点として位置づけ、充実を図る。

【上位計画における位置付け】

第１章 湘南都市圏域の都市計画の方針

２ 湘南都市圏域における基本方針

(４)「自立と連携」の方針
①自立に向けた都市づくり
エ 新たな地域の拠点
(ア) 「村岡・深沢地区」においては、ＪＲ藤沢駅～ＪＲ大船駅間の新駅設置に向けた

取組みと新たな都市拠点の形成を進める。
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鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

第２章 全体構想

２ 目標とする都市

２ 将来都市構造

②都市拠点

〈形成の方向〉

■（仮）村岡新駅周辺【研究開発拠点】

（仮）村岡新駅周辺では鎌倉市の湘南モノレール・湘南深沢駅周辺と

連携、一体となり、先進的な研究開発、生産、業務機能が集積した

広域に発信する拠点の形成をめざすとともに、地域サービスの充実を

図ります。

■ 藤沢市都市マスタープラン（平成３０年３月）

【上位計画における位置付け】
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・村岡・深沢地区土地区画整理事業
・深沢地区地区計画

第１号鎌倉青果地方卸売市場 （変更）

３・４・５号深沢村岡線

鎌 倉 市

深 沢 地 区

凡 例

土 地 区 画
整 理 事 業
（ 地 区 計 画 ）

都 市 計 画 道 路

都 市 計 画 公 園

市 場

行 政 界

神 奈 川 県 決 定

鎌 倉 市 決 定

藤 沢 市 決 定

村 岡 地 区

都市計画決定（変更）案件

・この地図・成果は、測量法の公共測量に関する規程に基づき、鎌倉市長（複製承認番号(鎌倉市指令都計第21号)）及び藤沢市長の承認を得て、同市所管の測量成果を使用して調製したものです。
・この図面は、鎌倉市及び藤沢市との協議を経て、同市作成の都市計画決定データを使用して作成したものです。

３・４・23号
村岡新駅南口通り線

・村岡・深沢地区土地区画整理事業
・村岡新駅周辺地区地区計画

３・５・16号藤沢村岡線
（変更）

３・３・４号宮前公園 （変更）

２・２・71号十二天公園 （変更）

藤 沢 市

鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

10
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鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

鎌倉都市計画土地区画整理事業
村岡・深沢地区土地区画整理事業

第１号鎌倉青果
地方卸売市場

３・４・５号
深沢村岡線凡 例

変 更 後

変 更 前

行 政 界

藤沢都市計画土地区画整理事業
村岡・深沢地区土地区画整理事業

梶原橋

・この地図・成果は、測量法の公共測量に関する規程に基づき、鎌倉市長（複製承認番号(鎌倉市指令都計第21号)）及び藤沢市長の承認を得て、同市所管の測量成果を使用して調製したものです。
・この図面は、鎌倉市及び藤沢市との協議を経て、同市作成の都市計画決定データを使用して作成したものです。

腰越大船線の変更の概要

１５ｍ横断図

11

変更前 横断面図

変更後 横断面図（B－B´） ・右折車線の設置

柏
尾
川

柏
尾
川

変更後 横断面図（A－A´）

柏
尾
川

・右折車線の設置
・歩道の拡幅（1.0ｍ）
・自転車通行帯の設置

土
地
区
画
整
理
事
業
側
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項 目 決 定 内 容

種 別 幹 線 街 路

名 称 ３・５・７号腰越大船線

延 長 約 ６,３４０ｍ

車線の数 ２車線

幅 員 １２ｍ

構造形式 地表式

【まとめ】

鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

「区域及び構造は計画図表示のとおり」
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○ 土地区画整理事業の決定 （村岡・深沢地区土地区画整理事業）

〇 道路の決定 （３・４・５号深沢村岡線）

○ 市場の変更 （第１号鎌倉青果地方卸売市場 ）

○ 地区計画の決定 （深沢地区地区計画）

鎌倉市 都市計画審議会（令和４年１月21日開催）

■ 鎌倉市決定の関連案件

鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

○ 土地区画整理事業の決定 （村岡・深沢地区土地区画整理事業）

〇 道路の決定 （３・４・23号村岡新駅南口通り線）

〇 道路の変更 （３・５・16号藤沢村岡線 ）

○ 公園の変更 （２・２・71号十二天公園 、３・３・４号宮前公園 ）

○ 地区計画の決定 （村岡新駅周辺地区地区計画）

■ 藤沢市決定の関連案件

藤沢市 都市計画審議会（令和４年２月１日開催）
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都市計画の案に対する意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

通 数 人 数

賛 成 － －

反 対 １通 １人

その他 １通 １人

合 計 ２通 ２人

区 分 内 容 人 数

反 対 都市計画変更の区間について １人

その他 道路の構造について １人

■ 意見書数

■ 意見書の分類
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意見書の要旨 都市計画決定権者の見解

【反 対】 都市計画変更の区間について

都市計画の案に対する意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

■鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

３・５・７号腰越大船線（延長約
6,340ｍ、幅員12.0ｍ、２車線）の変更
は、区域変更区間の延長が約720ｍであ
り、腰越・大船間を全て変更していない
ため反対である。

今回の腰越大船線に係る都市計画の変
更は、新たに村岡・深沢地区土地区画整
理事業等が都市計画に定められることに
併せて行うものです。

具体的には、古館橋交差点及び新設交
差点において交通の円滑な処理を図るた
め右折車線を設置するとともに、土地区
画整理事業の隣接区間において歩行者や
自転車の安全快適な通行を確保するため
歩道の拡幅及び自転車通行帯を設置しよ
うとするものです。

これらに必要な区間として延長約720
ｍを変更するものであり、現時点におい
て、その他の区間について都市計画を変
更する必要はないと考えています。

◯ ◯

◯

◯
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意見書の要旨 都市計画決定権者の見解

【その他】 道路の構造について

都市計画の案に対する意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

■鎌倉都市計画 道路の変更（３・５・７号腰越大船線）

当該変更区間は、柏尾川の浸水区域で
あるため、洪水を吸収できる道路設計に
してほしい。従来型の道路構造では不十
分と考える。吸水型の舗装工法を検討し
てほしい。

都市計画に定める事項については、都
市計画法及び同法施行令等に規定されて
おり、道路の構造については、車線の数、
幅員及び嵩上式、地下式、掘割式又は地
表式の別等とされ、舗装の仕様等は都市
計画に定めるものではありません。

今回変更区間における工事は深沢地区
の土地区画整理事業の中で行う予定であ
ることから、舗装の仕様等については、
鎌倉市が道路管理者である県と調整しな
がら、今後検討していくこととしていま
す。

また、鎌倉市は、深沢地区の土地区画
整理事業に隣接する区間については、概
ね100年に一度発生する降雨を想定した
境川水系洪水浸水想定区域図（河川整備
の計画規模）における浸水深を見据え、
道路の高さを検討するとしています。

◯ ◯

◯

◯


